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事務担当課かい

登録番号

事務の名称

開始年月日

変更年月日

個人情報を取り扱う根拠法令等

取り扱う個人情報の範囲

個人情報を取り扱う目的

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ 〇

○ 〇

○

○

○

○

○

○ ○

○

収集の相手方及び方法

事務担当課かい以外の

利用する課かい

提供先

提供する項目

提供方法

子ども・子育て支援法、同施行令、同施行規則、茅ヶ崎市立保育園条例

こども誰でも通園制度申請者の個人情報

こども誰でも通園制度申請者の認定情報等の管理をするため

基本的事項 家族の状況 経歴・資格等 財産経済状況 その他の項目

個人情報取扱事務登録票

保育課

8-3-15

こども誰でも通園制度に関すること

令和8年4月1日

趣味・し好

整理番号 家族状況 地位 納税状況 意見・要望

個人情報の項目名

個人番号 親族関係 職業・職歴 資産状況 団体加入

氏名 婚姻歴 学業・学歴 収入状況

本籍 居住状況 資格 取引状況 相談記録

国籍 成績・評価 公的扶助 施設利用情報

住所 賞罰 メールアドレス

電話番号

生年月日

年齢

性別

続柄

要配慮個人情報の取扱い

人種 病歴
心身の機能の障

害

刑事事件に関す

る手続

信条 犯罪の経歴
健康診断等の結

果

少年の保護事件

に関する手続

①保護者から「乳児等支援給付（こども誰でも通園制度）認定申請書」及び添付書類により収集

②こども誰でも通園制度実施施設から「こども誰でも通園制度総合支援システム」により収集

社会的身分
犯罪により害を

被った事実

医師等による指

導・診療・調剤

23

31432
テキストボックス
令和７年度第３回
茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審議会
議題２(２)　当日差し替え資料



8-3-15

備 考

使用する「個人情報記録」

こども誰でも通園制度総合支援システ

ム
電子

課税台帳（※） 電子

住民基本台帳（※） 電子
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